
平成2７年度決算 健全化判断比率(確定値)
・県内全団体が早期健全化基準未満となりました。
・実質公債費比率において九度山町が起債時に許可を要する１８％以上となりました。

和歌山市 77,915,007 11.25% － － 16.25% － － 11.5% 11.4% 122.2% 124.6%

海南市 14,328,479 12.83% － － 17.83% － － 9.9% 11.3% 101.8% 111.3%

橋本市 16,267,514 12.69% － － 17.69% － － 11.7% 11.5% 127.8% 144.9%

有田市 7,630,430 13.85% － － 18.85% － － 11.5% 11.9% 4.9% 26.5%

御坊市 6,870,022 14.09% － － 19.09% － － 10.6% 10.6% 94.7% 94.6%

田辺市 24,507,124 12.12% － － 17.12% － － 9.2% 10.6% 20.1% 25.8%

新宮市 9,445,238 13.43% － － 18.43% － － 15.2% 14.4% 91.5% 101.9%

紀の川市 18,798,639 12.55% － － 17.55% － － 12.0% 12.7% 37.7% 46.9%

岩出市 9,566,069 13.41% － － 18.41% － － 3.3% 3.2% － －

紀美野町 4,955,370 15.00% － － 20.00% － － 8.4% 10.3% 110.5% 115.7%

かつらぎ町 6,138,211 14.38% － － 19.38% － － 10.6% 11.6% 112.8% 115.2%

九度山町 2,253,303 15.00% － － 20.00% － － 18.1% 18.1% 109.0% 107.4%

高野町 2,132,801 15.00% － － 20.00% － － 7.7% 8.8% － －

湯浅町 3,600,445 15.00% － － 20.00% － － 10.4% 10.3% 144.0% 168.6%

広川町 2,674,608 15.00% － － 20.00% － － 5.6% 6.1% － －

有田川町 10,129,387 13.31% － － 18.31% － － 10.5% 11.2% 44.2% 54.6%

美浜町 2,352,312 15.00% － － 20.00% － － 6.8% 8.0% 42.4% 45.2%

日高町 2,567,640 15.00% － － 20.00% － － 6.7% 7.5% 34.1% 39.9%

由良町 2,494,166 15.00% － － 20.00% － － 10.6% 10.4% 159.4% 142.0%

印南町 3,350,022 15.00% － － 20.00% － － 6.6% 7.4% － －

みなべ町 5,531,721 14.68% － － 19.68% － － 13.4% 14.5% 45.4% 55.3%

日高川町 6,063,309 14.42% － － 19.42% － － 15.0% 15.9% 43.5% 58.2%

白浜町 7,196,162 13.98% － － 18.98% － － 7.3% 7.9% 68.0% 75.7%

上富田町 3,682,567 15.00% － － 20.00% － － 12.5% 13.3% 86.0% 110.0%

すさみ町 2,481,111 15.00% － － 20.00% － － 7.0% 7.5% － －

那智勝浦町 4,841,303 15.00% － － 20.00% － － 4.3% 4.2% 32.1% 46.7%

太地町 1,331,827 15.00% － － 20.00% － － 3.9% 4.5% － －

古座川町 2,075,558 15.00% － － 20.00% － － 6.0% 6.5% － －

北山村 633,237 15.00% － － 20.00% － － 3.8% 4.3% － －

串本町 6,201,914 14.35% － － 19.35% － － 7.9% 7.9% 78.0% 78.3%
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平成2７年度決算 資金不足比率(確定値)

・県内市町村等が経営する全ての公営企業会計が、経営健全化基準未満となりました。
しかし、和歌山市（土地造成事業特別会計）、海南市（病院事業会計）、有田市（病院事業会計）において
資金不足が生じました。

※資金不足額が生じている企業のみ
単位：千円

市町村等名 事業名

和歌山市 宅地造成

海南市 病院

有田市 病院

※資金不足比率が２０．０％以上となると公営企業会計に係る「経営健全化計画」の策定が必要。

資金不足額が発生した主な要因

12.2% 20.0% 地方債の償還金が多額に及ぶ状況が
続いているため

土地造成事業特別会計 1,137,199平成24年度

資金不足比率（A／Ｂ）資金不足額（A）特別会計名 資金不足額発生年度

9,258,472

事業の規模（Ｂ） 経営健全化基準

新病院への移転(H24)に伴う起債償還
のため

医師不足による医業収益の悪化のた
め

病院事業会計

病院事業会計

平成26年度

平成27年度

107,731 2,845,328 3.7% 20.0%

110,321 1,799,090 6.1% 20.0%


